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論 文 の 要 旨 

居眠り運転は、古くからの自動車安全における懸案事項である。ドライバの覚醒度低下を検出する

手法には、脈波や心拍等の生体情報を用いるもの、座圧等の圧力分布を用いるもの、操舵の乱れや車

両のふらつき等の情報を用いるもの、顔表情評定に基づくもの等があるが、万人に共通な判断基準の

設定や指標計測の難しさ等のため、十分な推定精度を確保できるに至っていない。 

本論文は、車両挙動という客観情報から、「車両の安全確保」と「ドライバが低覚醒状態に陥ってい

るか否かの判定」という二つの目的を一つの制御で達成する双対制御論的運転支援システムを構築し、

その有効性を示そうとするものである。このシステムは、車両の車線逸脱が予測されたとき、車両を

車線中央に戻すのに必要な操舵制御を「1 段目の制御」と「2 段目の制御」に分割し、1 段目の制御に

よって車線逸脱しようとする車両を車線区分線に対して平行な軌道を描くようにしたうえで、車両を

そこから車線中央に戻す 2 段目の制御を、まずはドライバに委ねる。そして、ドライバに 2 段目の制

御を実行する気配が見えない場合は、システムが 2 段目の制御を代行するという形態を採る。 

本論文では、このような機能をもつ双対制御論的運転支援システムが、ドライバの操舵介入を許容

する操舵トルク制御方式のもとで実現できることを示している。また、ステアリング反力呈示装置、

アクセル／ブレーキペダル、速度表示系、走行映像表示スクリーン（3 面）等から成るドライビングシ

ミュレータ上にシステムを構築するとともに、そのシステムによる 2 段階の制御が、車両の車線逸脱

防止機能と車線中央への誘導機能を併せ持っていることを確認している。 

システムが 2 段目の制御を実行した場合、「ドライバは、状況認識不全（車両が車線を逸脱しようと

したとき、システムの 1 段目の制御が作動し、車線逸脱がかろうじて食い止められたことに気づいて

いない）状態に陥っている可能性がある」と判断できるが、直ちに「ドライバは状況認識不全状態に



 

ある」との確信が持てるわけではない。そこで、本論文は、上述のドライビングシミュレータを用い

た認知工学的実験を実施することにより、顔表情評定によって「ドライバの覚醒度が低い」と判定さ

れるような場合は、システムが 1 段目と 2 段目の制御の双方を何度も反復する様子が観測されること

を確認するとともに、「システムが 2 段目の制御を実行する事象が、どれくらいの時間のなかで何度発

生すれば、ドライバは状況認識不全状態（したがって、運転を継続するのには不適切な状態）にある

と判定してよいか」についての基礎的知見を得ている。 

 

審 査 の 要 旨 

【批評】 

居眠り運転がいかに危険な行為であるかはよく知られているが、ドライバ特性の個人依存性が大き

いことなどから、ドライバが低覚醒状態に陥っていることの検出は容易ではなかった。そのなかで、

危険をもたらす可能性がある車両挙動が検出されたという客観情報のみを用いて、車両の安全確保と

ドライバの低覚醒状態検出をひとつの制御で実現する双対制御論的運転支援システムが構築できるこ

とを示すとともに、認知工学的実験によってそのシステムの有効性を証明した点において、本論文は

高く評価されるべきものである。低覚醒状態を考察の対象としているものの、本論文の方法論は、昨

今の喫緊の課題である健康起因事故（ドライバの心身機能喪失を要因とする事故）の防止にも適用可

能であると思われ、社会的意義は小さくない。 

ただ、本論文は、双対制御論的運転支援システムが実際に構築可能であることとシステムの基本特

性を明らかにすることに主眼を置いたものであることから、現実世界のなかで起こり得る多様な状況

において効力を発揮できるものにするには、車両制御の質向上のための制御工学的工夫や、低覚醒状

態にあることをより短時間で確実に判定できるようにするための認知工学的工夫などについて、さら

なる検討が求められる。 

 

【最終試験の結果】 
平成２７年１月２３日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、

著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。この結果とリスク工学専攻にお

ける達成度評価による結果に基づき、学位論文審査委員全員によって、合格と判定された。 
 
【結論】 
 上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分

な資格を有するものと認める。 
 


